平成２１年松前町訓令第２２号

松前町境界確認事務取扱要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、町が管理する財産とこれに隣接する土地との境界を確認するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

（対象となる財産）

第２条　この要綱の対象となる財産は、以下の土地とする。

（１）　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、町が路線の認定を行い管理している道路
（２）　町が所有し、又は管理すべき土地のうち、前号を除くもの
（３）　松前町法定外公共用財産の管理に関する条例（平成１６年条例第１０号）第２条に定める法定外公共用財産

（申請適格者）

第３条　町長は、次の要件を具備する者（以下「申請人」という。）からの申請があった場合に境界確認を行うものとする。

（１）　申請地の所有権登記名義人（所有権登記名義人が法人の場合は当該法人の代表者。所有権登記名義人が既に死亡しているときは、その相続人の全員。以下「所有権者」という。）

（２）　所有権者から委任を受けた者
（３）　その他権原を有していると認められる者
２　前項第２号に規定する委任は、おおむね次に掲げる要件に該当する場合について可能であるものとする。
（１）　境界確認に関する権限を代理人に委任するとき。

（２）　共有地について、一部の共有者が他の共有者（以下「共有代表者」という。）に委任するとき。

（３）　遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人（以下「相続代表者」という。）に委任するとき。

　（実務取扱者）

第４条　申請人は、行政書士、土地家屋調査士その他土地の測量、図面作成等の能力を有する者（以下「実務取扱者」という。）に、境界確認に必要な実務を申請人に代わって行わせることができる。
（境界確認申請）

第５条　境界確認の申請は、境界確認申請書（様式第１号）によるものとし、申請書には次の書類を添付させるものとする。

（１）　付近見取図　市販の住宅地図に申請地を朱書きで表示したもの

（２）　地図等の写し　法務局備付のものとし、申請地及びその隣接地全部を転写したものに申請地を朱書きで表示することとする。この場合において、登記情報提供サービスで取得した公図及び不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条に規定する地図（以下「法第１４条地図」という。）については、申請人又は実務取扱者が原本証明するものとする。

（３）　土地所有者一覧表（様式第２号）　申請地に隣接する土地及び申請地に対面する土地（以下「隣接地等」という。）の所有権者の住所及び氏名を一覧にしたもの

（４）　所有権を確認できる書類　申請地及び隣接地等の全部事項証明書の原本で、申請日の３月以内に交付を受けたもの。ただし、全部事項証明書の写し、登記事項要約書（交付年月日を記入）又は登記情報提供サービスで取得した全部事項は、申請人又は実務取扱者の原本証明があるものについては、上記証明書に代えることができるものとする。
（５）　地積測量図の写し　申請地及び隣接地等その他境界確認に関係する土地の法務局備付地積測量図の写しを添付すること。
（６）　幅員証明書　申請地及び隣接地等に関するもの。ただし、次に掲げる場合は、省略又は代替することができる。

　　ア　確認しようとする法定外公共用財産が有地番のものである場合は省略

　　イ　地籍調査実施地区である場合は、地籍調査成果の資料の添付により代替
（７）　委任状（様式第３号）　共有者や相続人が共有代表者や相続代表者に境界確認に関する権限を委任する場合には、実印を押印し、当該実印の印鑑証明書を添付すること。

（８）　相続証明書等　相続登記が未了の場合は、相続証明書及び相続関係説明図を添付すること。

（９）　変更･更正証明書等　全部事項証明書等の記載事項が事実と相違する場合は、変更又は更正を証明する資料（戸籍、住民票、住居表示変更証明書、戸籍の附票、商業登記事項証明書、上申書等）を添付すること。

（１０）　第３条第１項第３号の場合は、権限を有していることが確認できる書類を添付すること。
（１１）　その他参考図書　境界を確認するうえで参考となる畝順帳、野取帳、地籍調査成果の資料等を添付すること。

（１２）　（８）から（１１）の原本の還付が必要な場合は、申請人又は実務取扱者が証明した写しを提出すること。
（立会日の決定）

第６条　町長は、境界確認申請書の受付けをしたときは、申請人と協議のうえ、当該申請に係る事前調査等に必要な期間を考慮して立会日を決定し、申請人に通知するものとする。

（現地立会）

第７条　現地立会は、原則として申請人、隣接地等（概ね４ｍ未満の道路に隣接する申請地にあっては対面地を含む。）の所有者及び申請地の属する法定外公共用財産を管理する地元代表者（区長、農業区長若しくは土地改良区又は水利組合の長。以下「地元区長等」という。）と行うものとする。

２　松前町と申請人が立会により相互間の官民境界を確認し、合意が得られた後に申請人は、申請地に原則、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭等による境界標を設置するものとする。

３　前項において、申請地に境界標が設置できない場合は、原則として座標により管理し、将来申請地に境界が設置できるようにしておかなければならない。

（立会人の省略）

第８条　次の各号に該当する場合は、隣接地等の所有者又は地元区長等の立会を省略することができる。
（１）隣接地の所有者
以前に町が管理する財産と境界確認協議書を取り交し、当時の境界標が残されており、かつ、当該土地所有者が同一人で生存している場合

（２）対面地の所有者

ア　以前に境界確認協議書を取り交わし、当時の境界標が残されている場合、又は境界確認図等により復元し境界が確認できる場合
イ　対面地の境界線が、法務局備付地積測量図、法第１４条第１項地図、その他の資料により復元ができる場合

ウ　申請地の境界線を確認した結果が、後日、対面地の境界線の確認に影響を及ぼさないことが明白な場合

（３）地元区長等

申請地に隣接する町有地が、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき町が路線の認定を行い管理している道路で、管理区域が明確な場合

（境界確認協議書の取り交し）

第９条　境界確認の協議が成立したときは、町長と申請人は、境界確認図及び横断面図（以下「境界確認図等」という。）を添付した境界確認協議書（様式第４号）を取り交わすものとする。

２　申請人は、前項の境界確認協議書を作成するため、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

　（１）　境界確認協議書（境界確認図等を添付したもの）２部

　（２）　丈量図　申請地を測量し面積を求めたもの
　（３）　同意書（様式第５号）　隣接地及び対面地の所有者若しくは地元区長等に係るもの
　（４）　横断面図作成箇所写真　横断面図を作成した箇所の状況が明瞭に確認できるもの
　（５）　境界標及び基準点等の写真　新設若しくは設置済みの境界標又は基準点等が明瞭に確認できるもの
　（６）　立会人署名簿　現地立会の参加者が自筆により署名したもの
　（７）　その他境界確認協議書を作成するために必要な書類　隣接地等に係る相続証明書、変更証明書その他必要な書類を添付すること
（境界確認図等）

第１０条　境界確認図等の作成にあたって申請人は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

（１）　申請地に境界の復元が可能な境界確認図等を作成すること。

ア　光波測量により座標求積した場合には、各測点及び準拠点の座標値を記入すること。

イ　平板測量により三斜求積した場合には、各測点を最寄りのコンクリート構造物等の恒久的地物２点以上から計測し、平面図に記入すること。

（２）　境界確認図の縮尺は２００分の１から５００分の１程度とし、横断面図の縮尺は５０分の１から１００分の１程度とする。
（３）　周辺の地形及び地上物件を記入した図面に申請箇所の現況を表示し、現地立会で確認した境界線を表示するとともに、次に掲げる事項に留意すること。
ア　申請地、隣接地及び対面地の地番並びに縮尺、方位及びコンクリート杭、金属標等による境界標を明記すること。ただし、隣接地及び対面地の所在が異なる場合は字名等も明記すること。
イ　官民の境界線は朱線で表示し、点間距離を明記すること。

ウ　作成者の資格又は職並びに氏名及び作成年月日を明記し押印すること。

《第４号及び第５号削除》

（隣接同意等）

第１１条　境界確認協議書には、申請地に隣接する土地所有者の同意書を添付しなければならない。ただし、第８条第１号に該当する場合は、この限りでない。
２　前項の土地所有者の同意書には、境界確認図等を添付し、隣接土地所有者がそれぞれ署名押印するものとし、かつ、それぞれの印を用いて同意書と境界確認図等を割印しなければならない。

３　申請地に隣接する土地が、法定外公共用財産（里道・水路）の場合は、その財産を管理する土地改良区及び水利組合等の同意書を添付しなければならない。

４　第１項に規定する同意書のほか、必要に応じて、申請地に対面する土地所有者の同意書を添付するものとする。ただし、第８条第２号に該当する場合は、この限りでない。
５　前項の対面地所有者の同意書の作成に当たっては、第２項の規定を準用する。

（境界確認不調の場合の措置）

第１２条　立会の結果、境界確認の協議が成立する見込みがないときは、立会担当職員は、町長に境界確認協議不調報告書（様式第６号）を提出しなければならない。

２　町長は、前項による報告を受けた場合において、境界確認協議不調がやむを得ないと認めるときは、当該報告書を保管するものとする。

（申請書の返却）
第１３条　申請書の返却は、申請人による取下げの申立てがあった場合に行なうものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が申請人に対し、申請書を返却するものとする。
（１）　申請人に境界確認協議の成立までに権原がなくなった場合

（２）　境界確認協議の合意に至らなかった場合
（３）　境界確認協議の合意後、１年経過しても境界確認協議書を提出しない場合

（地籍調査実施地区における境界確認の取扱）

第１４条　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）に基づく地籍調査を実施した地区における境界確認については、当該調査で設置した境界標の亡失、移動及び境界に争いがない場合は、地籍図等に変動を生ずる場合を除き、次の手続により処理することができるものとする。
　（１）　申請人に提出させる書類は、次のとおりとする。
　　ア　境界承諾申請書（様式第７号）
　　イ　第５条第１号から第４号に規定する書類
　　ウ　丈量図
　　エ　境界標の写真並びに撮影箇所及び撮影方向を示す図面

　　オ　代理人申請の場合は、第５条第７号に規定する委任状

　　カ　地籍調査成果の資料

　　キ　その他参考資料

　（２）　現地立会は、原則として申請人と行うものとする。ただし、申請書類で適正と判断できる場合には、現地立会を省略することができる。

　（３）　申請書類の審査及び現地立会の調査の結果疑義がない場合は、境界承諾書（様式第８号）を交付するものとする。
（その他）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

　　　附　則

この訓令は、平成２１年６月１日から施行する。
　　　附　則

この訓令は、平成２３年３月１日から施行する。

　　　附　則

この訓令は、平成２５年５月１日から施行する。
　　　附　則

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
